
公
正
取
引
委
員
会
は
、
消
費
者
へ
の

適
切
な
情
報
提
供
を
推
進
し
、
消
費

者
の
適
正
な
商
品
選
択
を
確
保
す
る
た

め
、
景
品
表
示
法
の
運
用
や
消
費
者
モ

ニ
タ
ー
制
度
の
活
用
に
よ
り
、
広
告
・

表
示
の
適
正
化
を
推
進
す
る
な
ど
、
消

費
者
保
護
行
政
を
積
極
的
に
推
進
し
て

い
ま
す
。

は
じ
め
に

近
年
、
消
費
者
ニ
ー
ズ
の
多
様
化
、

経
済
の
サ
ー
ビ
ス
化
・
国
際
化
な
ど
、消

費
者
を
取
り
巻
く
経
済
社
会
情
勢
は
大

き
く
変
化
し
て
き
て
い
ま
す
。ま
た
、規

制
緩
和
の
進
展
に
伴
い
、
消
費
者
へ
の

適
切
な
情
報
提
供
を
推
進
し
、
消
費
者

の
適
正
な
商
品
選
択
を
確
保
し
て
い
く

こ
と
が
重
要
な
課
題
に
な
っ
て
い
ま
す
。

消
費
者
の
適
正
な
商
品
選
択
を
確
保

す
る
た
め
に
は
、
商
品
・
サ
ー
ビ
ス
の

品
質
や
内
容
が
消
費
者
に
適
切
に
広

告
・
表
示
さ
れ
る
こ
と
が
重
要
で
す
。

こ
の
点
に
関
し
、
規
制
緩
和
推
進
三
か

年
計
画
及
び
改
定
三
か
年
計
画
に
お
い

て
は
、
規
制
緩
和
後
の
市
場
の
公
正
な

競
争
秩
序
を
確
保
す
る
た
め
、「
商

品
・
サ
ー
ビ
ス
の
品
質
や
内
容
に
つ
い

て
誤
認
を
与
え
る
等
に
よ
り
消
費
者
の

適
正
な
選
択
を
妨
げ
る
不
当
表
示
等
に

対
し
て
厳
正
・
迅
速
に
対
処
す
る
」
こ

と
が
決
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
う
し
た

こ
と
か
ら
、
公
正
取
引
委
員
会
は
、
独

占
禁
止
法
や
景
品
表
示
法
を
適
正
に
運

用
す
る
こ
と
に
よ
り
、
公
正
か
つ
自
由

な
競
争
を
促
進
し
、
消
費
者
取
引
の
適

正
化
に
努
め
て
い
ま
す
。

独
占
禁
止
法
は
、
そ
の
目
的
に
一
般

消
費
者
の
利
益
の
確
保
を
掲
げ
て
い
る

こ
と
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
同
法
は

消
費
者
利
益
を
確
保
す
る
上
で
重
要
な

法
律
の
一
つ
で
す
。
競
争
は
消
費
者
の

選
択
を
通
し
て
機
能
す
る
も
の
で
あ

り
、
消
費
者
の
選
択
を
妨
げ
る
行
為
は

競
争
そ
の
も
の
を
歪ゆ
が

め
る
と
い
え
ま

す
。
ま
た
、
同
法
の
特
別
法
で
あ
る
不

当
景
品
類
及
び
不
当
表
示
防
止
法
（
以

下
「
景
品
表
示
法
」
と
い
う
）
は
、
公
正

な
競
争
を
確
保
す
る
こ
と
で
一
般
消
費

者
の
利
益
を
保
護
す
る
こ
と
を
目
的
と

し
て
い
ま
す
。

以
下
で
は
、
公
正
取
引
委
員
会
の
活

動
の
う
ち
、
特
に
消
費
者
に
直
接
関
連

す
る
も
の
と
し
て
、
景
品
表
示
法
に
関

す
る
最
近
の
公
正
取
引
委
員
会
の
取
組

及
び
消
費
者
モ
ニ
タ
ー
制
度
に
つ
い
て

紹
介
し
ま
す
。

景
品
表
示
法
の
運
用
状
況

表
示
規
制

景
品
表
示
法
は
、
商
品
や
サ
ー
ビ
ス

そ
の
他
の
内
容
に
つ
い
て
一
般
消
費
者

に
誤
認
さ
れ
る
表
示
や
、
価
格
そ
の
他

の
取
引
条
件
に
つ
い
て
一
般
消
費
者
に

誤
認
さ
れ
る
表
示
な
ど
、
消
費
者
の
適

正
な
商
品
選
択
を
歪
め
る
虚
偽
・
誇
大

な
広
告
・
表
示
を
規
制
し
て
い
ま
す
。

平
成
十
二
年
度
に
は
、
消
費
者
が
適
正

な
商
品
・
サ
ー
ビ
ス
の
選
択
を
行
え
る

よ
う
表
示
の
適
正
化
を
推
進
し
て
い
く

と
の
観
点
か
ら
、
以
下
の
よ
う
な
取
組

を
行
い
ま
し
た
。

【
平
成
十
二
年
度
の
取
組
】

①
「
不
当
な
価
格
表
示
に
つ
い
て
の
景

品
表
示
法
上
の
考
え
方
」
の
公
表

ど
の
よ
う
な
価
格
表
示
が
一
般
消
費

者
に
誤
認
を
与
え
、
景
品
表
示
法
に
違

反
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
か
に
つ
い
て
考

え
方
を
明
ら
か
に
し
た
「
不
当
な
価
格

表
示
に
つ
い
て
の
景
品
表
示
法
上
の
考

え
方
」（
以
下「
価
格
表
示
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」

と
い
う
）
を
策
定
し
、
公
表
し
ま
し
た
。

こ
の
価
格
表
示
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
は
、

価
格
表
示
の
在
り
方
の
多
様
化
と
、
そ

れ
に
伴
う
不
当
な
価
格
表
示
に
関
す
る

景
品
表
示
法
違
反
事
件
の
増
加
を
背
景

に
、
二
重
価
格
表
示
を
中
心
と
し
た
景

品
表
示
法
上
の
価
格
表
示
に
関
す
る
考

え
方
を
取
り
ま
と
め
た
も
の
で
す
（
二

重
価
格
表
示
に
つ
い
て
は
、
後
述
）。

②
「
電
子
商
取
引
へ
の
公
正
取
引
委
員

会
の
対
応
に
つ
い
て
│
広
告
表
示
問
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題
を
中
心
に
│
」
の
公
表

一
般
家
庭
向
け
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の

急
速
な
普
及
に
伴
い
、
近
年
、
消
費
者

向
け
の
電
子
商
取
引
は
急
速
に
拡
大
し

ま
し
た
が
、
一
方
で
は
、
ネ
ッ
ト
上
の

取
引
に
お
い
て
は
不
適
切
な
表
示
に
よ

る
ト
ラ
ブ
ル
が
多
く
発
生
し
て
い
ま
し

た
。
そ
こ
で
公
正
取
引
委
員
会
は
、
ネ

ッ
ト
上
で
の
表
示
ル
ー
ル
の
明
確
化
を

目
指
し
て
、
今
年
一
月
、「
電
子
商
取
引

へ
の
公
正
取
引
委
員
会
の
対
応
に
つ
い

て
│
広
告
表
示
問
題
を
中
心
に
│
」
を

公
表
し
、
電
子
商
取
引
分
野
に
お
け
る

公
正
取
引
委
員
会
の
対
応
方
針
を
打
ち

出
し
ま
し
た
。ま
た
、昨
年
十
一
月
と
今

年
二
月
に
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
・
サ
ー

フ
・
デ
イ
を
行
い
、
ダ
イ
エ
ッ
ト
食
品

と
衣
料
品
の
販
売
に
お
け
る
不
当
表

示
・
誇
大
広
告
の
実
態
を
調
査
す
る
と

と
も
に
、
違
反
業
者
に
対
し
て
は
啓
発

メ
ー
ル
を
送
信
し
ま
し
た
。

③
「
環
境
保
全
に
配
慮
し
た
商
品
の
広

告
表
示
に
関
す
る
実
態
調
査
に
つ
い

て
」
の
公
表

近
年
の
消
費
者
の
エ
コ
ロ
ジ
ー
志
向

の
高
ま
り
を
受
け
て
、
製
造
業
者
各
社

は
環
境
保
全
に
配
慮
し
た
旨
を
強
調
し

た
製
品
を
多
く
販
売
し
、
消
費
者
も

「
環
境
に
や
さ
し
い
」
こ
と
を
商
品
選

択
上
重
要
な
要
素
と
す
る
よ
う
に
な
り

ま
し
た
。そ
こ
で
公
正
取
引
委
員
会
は
、

環
境
保
全
に
配
慮
し
た
商
品
の
広
告
表

示
に
関
す
る
実
態
調
査
を
行
い
、
そ
の

現
状
と
問
題
点
、
公
正
取
引
委
員
会
の

対
応
方
針
等
に
つ
い
て
取
り
ま
と
め
、

公
表
し
ま
し
た
。

そ
の
中
で
、
広
告
表
示
の
際
の
留
意

事
項
と
し
て
、

・
広
告
表
示
の
内
容
が
、
一
部
に
係
る

も
の
な
の
か
又
は
商
品
全
体
に
係
る

も
の
な
の
か
等
、
対
象
範
囲
が
明
確

で
あ
る
こ
と

・
環
境
保
全
に
配
慮
し
た
原
材
料
等
の

使
用
を
強
調
す
る
場
合
は
、
そ
の
使

用
割
合
を
明
確
に
表
示
す
る
こ
と

（「
再
生
紙
◯
◯
％
使
用
」
な
ど
）

・
商
品
の
成
分
が
環
境
保
全
に
何
ら
か

の
効
果
が
あ
る
こ
と
を
強
調
し
て
表

示
す
る
場
合
に
は
、
実
証
デ
ー
タ
な

ど
に
よ
る
裏
づ
け
が
あ
る
こ
と

・「
地
球
に
や
さ
し
い
」
と
い
っ
た
、
あ

い
ま
い
又
は
抽
象
的
な
表
示
は
単
独

で
行
わ
な
い
こ
と

等
を
挙
げ
、
表
示
の
明
確
化
を
求
め
て

い
ま
す
。

【
最
近
の
景
品
表
示
法
違
反
事
件
】

最
近
の
景
品
表
示
法
違
反
事
件
と
し

て
は
、
今
年
二
月
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

上
で
二
重
価
格
表
示
を
行
っ
て
ゴ
ル
フ

ク
ラ
ブ
を
販
売
し
て
い
た
事
業
者
に
対

し
て
、
公
正
取
引
委
員
会
が
排
除
命
令

を
行
っ
た
事
件
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
事

件
は
、
販
売
業
者
が
実
際
の
販
売
価
格

に
「
定
価
」
と
称
す
る
価
格
を
併
記
し

（
二
重
価
格
表
示
）、
あ
た
か
も
販
売
価

格
が
通
常
よ
り
著
し
く
安
い
か
の
よ
う

に
見
せ
か
け
て
い
ま
し
た
が
、
実
際
は

「
定
価
」と
し
て
い
た
価
格
に
合
理
的
な

根
拠
が
な
か
っ
た
、と
い
う
も
の
で
す
。

こ
の
よ
う
に
実
際
の
販
売
価
格
と
併

記
し
て
何
ら
か
の
価
格
（
比
較
対
照
価

格
）
を
表
記
し
、
販
売
価
格
の
割
安
感

を
際
立
た
せ
る
方
法
は
、
商
習
慣
上
頻

繁
に
行
わ
れ
て
き
た
手
法
で
す
が
、
本

件
の
よ
う
に
比
較
対
照
価
格
に
合
理
性

が
な
け
れ
ば
、
不
当
表
示
に
当
た
る
お

そ
れ
が
あ
り
ま
す
。

こ
の
事
件
の
ほ
か
に
も
、「
焼
サ
ザ

エ
」
と
表
示
し
な
が
ら
、
実
は
サ
ザ
エ

よ
り
も
著
し
く
安
価
な
ア
カ
ニ
シ
と
い

う
巻
貝
を
原
材
料
と
し
た
商
品
を
販
売

し
て
い
た
事
件
、
優
れ
た
栄
養
成
分
を

有
す
る
ケ
ー
ル
を
一
○
○
％
使
用
し
て

い
る
か
の
よ
う
に
表
示
し
な
が
ら
、
実

は
原
料
に
キ
ャ
ベ
ツ
を
使
用
し
て
い
た

健
康
飲
料
を
販
売
し
て
い
た
事
件
、

「
秋
田
製
」
と
表
示
し
な
が
ら
実
は
中

国
製
の
桜
皮
細
工
を
販
売
し
て
い
た
事

件
な
ど
、
多
く
の
景
品
表
示
法
違
反
事

件
に
対
し
て
、
公
正
取
引
委
員
会
は
排

除
命
令
等
の
措
置
を
行
い
、
景
品
表
示

法
の
遵
守
に
努
め
て
い
ま
す
。

景
品
規
制

景
品
提
供
は
、
販
売
事
業
者
の
販
売

促
進
の
手
法
の
一
つ
で
す
が
、
過
大
な

景
品
の
提
供
は
、
消
費
者
の
適
正
な
商

品
選
択
を
歪
め
、
事
業
者
間
の
公
正
な

競
争
を
阻
害
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と

か
ら
、
景
品
表
示
法
は
、
過
大
な
景
品

特集
消費者行政
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類
の
提
供
を
規
制
し
て
い
ま
す
。

現
在
の
景
品
規
制
の
一
般
ル
ー
ル
の

概
要
は
、
以
下
の
と
お
り
で
す
。

【
景
品
規
制
の
概
要
】

①
商
品
の
購
入
者
や
来
店
者
に
も
れ
な

く
提
供
す
る
景
品
の
上
限
額
は
、
取

引
価
額
の
一
○
％
ま
で
（
取
引
価
額

が
千
円
以
下
の
場
合
に
は
百
円
ま
で
）。

②
懸
賞
賞
品
の
上
限
金
額
は
、
取
引
価

額
の
二
十
倍
若
し
く
は
十
万
円
の
い

ず
れ
か
低
い
金
額
ま
で
。
ま
た
、
景

品
の
総
額
は
売
上
予
定
総
額
の
二
％

ま
で
。

③
商
店
街
で
行
う
懸
賞
な
ど
の
上
限
金

額
は
、三
十
万
円
ま
で
。
ま
た
、景
品

の
総
額
は
売
上
予
定
総
額
の
三
％
ま

で
。

④
オ
ー
プ
ン
懸
賞
（
対
象
を
取
引
相
手

に
限
定
し
な
い
で
、
新
聞
広
告
な
ど
公

の
媒
体
を
使
っ
て
告
知
し
、
官
製
は
が

き
な
ど
で
応
募
さ
せ
る
方
法
）
の
上

限
額
は
、
一
千
万
円
ま
で
。

公
正
競
争
規
約
制
度

景
品
表
示
法
で
禁
止
さ
れ
て
い
る
不

当
表
示
や
過
大
な
景
品
付
販
売
は
、
全

国
各
地
の
事
業
者
の
日
常
の
広
告
宣
伝

活
動
の
中
で
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
り
、

ま
た
、
そ
れ
ら
の
行
為
は
波
及
性
や

昂
進
こ
う
し
ん

性
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
か

ら
、
個
々
の
違
反
行
為
に
対
し
て
公
正

取
引
委
員
会
や
都
道
府
県
知
事
が
措
置

を
講
ず
る
だ
け
で
な
く
、
事
業
者
自
ら

が
こ
れ
ら
の
行
為
に
つ
い
て
自
主
規
制

を
行
い
、
問
題
と
な
る
行
為
の
未
然
防

止
を
図
る
こ
と
が
効
果
的
で
す
。

こ
の
た
め
、
景
品
表
示
法
は
、
表
示

又
は
景
品
に
係
る
事
項
に
つ
い
て
、
事

業
者
又
は
事
業
者
団
体
が
、
公
正
取
引

委
員
会
の
認
定
を
受
け
て
公
正
競
争
規

約
を
設
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
旨
を
定

め
て
い
ま
す
。

公
正
競
争
規
約
を
設
定
す
る
際
に

は
、
事
前
に
公
聴
会
を
開
催
し
、
一
般

消
費
者
・
学
識
経
験
者
・
関
連
事
業
者

な
ど
の
意
見
を
聴
取
し
た
上
で
行
っ
て

い
ま
す
。
ま
た
、
設
定
さ
れ
た
規
約
は
、

官
報
に
よ
り
告
示
さ
れ
、
新
聞
発
表
さ

れ
ま
す
。
平
成
十
三
年
三
月
末
現
在
に

お
け
る
規
約
の
認
定
件
数
は
、
景
品
関

係
四
十
八
件
、
表
示
関
係
七
十
件
、
計

百
十
八
件
と
な
っ
て
い
ま
す
。

消
費
者
モ
ニ
タ
ー
制
度

消
費
者
モ
ニ
タ
ー
制
度
は
、
独
占
禁

止
法
や
景
品
表
示
法
の
施
行
、
そ
の
他

公
正
取
引
委
員
会
の
消
費
者
保
護
の
諸

施
策
の
的
確
な
運
用
に
資
す
る
た
め
、

違
反
被
疑
事
実
の
報
告
、消
費
者
と
し

て
の
体
験
・
見
聞
等
の
報
告
、ア
ン
ケ
ー

ト
調
査
に
対
す
る
回
答
な
ど
、
公
正
取

引
委
員
会
の
業
務
に
協
力
を
求
め
る
も

の
で
す
。

同
制
度
は
昭
和
三
十
九
年
、
国
の
消

費
者
行
政
の
モ
ニ
タ
ー
制
度
と
し
て
は

初
め
て
導
入
さ
れ
ま
し
た
。
当
初
、
二

百
人
で
ス
タ
ー
ト
し
ま
し
た
が
、
現
在

は
千
人
の
消
費
者
モ
ニ
タ
ー
が
全
国
で

活
躍
し
て
い
ま
す
。

消
費
者
モ
ニ
タ
ー
の
具
体
的
な
活
動

内
容
は
、
以
下
の
と
お
り
で
す
。

①
独
占
禁
止
法
・
景
品
表
示
法
の
運
用

に
関
す
る
研
修
会
へ
の
出
席

年
数
回
、
公
正
取
引
委
員
会
が
開
催

す
る
研
修
会
に
お
い
て
、
独
占
禁
止
法

や
景
品
表
示
法
の
概
要
、
最
近
の
運
用

状
況
な
ど
に
つ
い
て
学
び
、
消
費
者
モ

ニ
タ
ー
と
し
て
の
見
識
を
深
め
て
い

ま
す
。

②
公
聴
会
・
表
示
連
絡
会
、
試
買
検
査

会
へ
の
参
加

公
正
取
引
委
員
会
が
公
正
競
争
規
約

を
認
定
す
る
際
、
各
方
面
か
ら
の
意
見

を
聴
取
す
る
た
め
に
開
催
す
る
公
聴

会
・
表
示
連
絡
会
や
、
実
際
に
市
販
さ

れ
て
い
る
商
品
の
表
示
状
況
を
調
査
す

る
た
め
に
実
施
す
る
試
買
検
査
会
に
消

費
者
モ
ニ
タ
ー
が
出
席
し
、
一
般
消
費

者
と
し
て
の
立
場
か
ら
意
見
を
述
べ
て

い
ま
す
。

③
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
へ
の
回
答

公
正
取
引
委
員
会
は
、
景
品
表
示
法

上
の
懸
案
事
項
等
に
関
す
る
消
費
者
の

意
識
を
調
査
す
る
た
め
、
消
費
者
モ
ニ

タ
ー
を
対
象
に
、
年
数
回
ア
ン
ケ
ー
ト

調
査
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

平
成
十
二
年
度
の
ア
ン
ケ
ー
ト
実
施

状
況
は
、
以
下
の
と
お
り
で
す
。

・
環
境
保
全
に
配
慮
し
た
製
品
の
広
告

表
示
に
関
す
る
実
態
調
査
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・
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
広
告
等
に
関
す
る

意
識
調
査

・
新
聞
業
に
お
け
る
景
品
類
の
提
供
等

に
関
す
る
実
態
調
査

④
自
由
通
信

消
費
者
モ
ニ
タ
ー
は
、
前
記
ア
ン
ケ

ー
ト
調
査
の
ほ
か
、
自
由
通
信
と
い
う

か
た
ち
で
、
随
時
、
当
委
員
会
に
対
し
、

自
由
に
意
見
及
び
情
報
を
提
供
し
て
い

ま
す
。

こ
れ
は
、

（１）
独
占
禁
止
法
及
び
景
品
表
示
法
の

違
反
被
疑
事
実
の
通
報

景
品
表
示
法
に
基
づ
い
て
設
定
さ

れ
た
公
正
競
争
規
約
の
遵
守
状
況

等
に
つ
い
て
の
情
報
提
供

（３）
そ
の
他
一
般
的
な
意
見
の
提
供

な
ど
を
行
う
も
の
で
す
。

今
後
の
課
題

電
子
商
取
引
の
進
展
へ
の

景
品
表
示
法
行
政
の
対
応

│
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
・
サ
ー
フ
・
デ

イ
の
継
続
的
実
施
│

前
述
の
よ
う
に
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

上
の
表
示
規
制
に
つ
い
て
は
、
公
正
取

引
委
員
会
の
考
え
方
を
公
表
し
た
と
こ

ろ
で
す
が
、
い
わ
ゆ
る
Ｂ
ｔｏ
Ｃ
取
引

（B
usiness

to
C
onsum

er

消
費
者
向
け
電

子
商
取
引
）
に
お
い
て
は
、
参
入
・
退

出
が
容
易
で
あ
る
、
表
示
内
容
の
変
更

や
削
除
が
容
易
で
あ
る
と
い
っ
た
特
徴

が
あ
り
ま
す
。

ま
た
、
市
場
の
急
速
な
拡
大
に
よ
っ

て
事
業
者
数
も
大
幅
に
拡
大
し
、
多
数

の
事
業
者
に
よ
る
変
化
の
激
し
い
広
告

表
示
に
有
効
か
つ
迅
速
に
対
応
し
て
い

く
た
め
に
は
、
的
確
な
情
報
収
集
を
行

う
必
要
が
あ
り
ま
す
。

そ
の
た
め
、
公
正
取
引
委
員
会
で
は

定
期
的
か
つ
集
中
的
な
監
視
調
査
（
サ

ー
フ
・
デ
イ
）
を
実
施
す
る
こ
と
に
し

て
い
る
ほ
か
、
外
部
の
専
門
家
等
に
監

視
調
査
を
委
託
す
る
な
ど
し
て
、
監
視

の
強
化
を
図
る
こ
と
に
し
て
い
ま
す
。

事
業
者
団
体
に
よ
る
自
主
的
な
対
応

消
費
者
が
正
し
い
商
品
選
択
が
で
き

る
よ
う
な
情
報
が
提
供
さ
れ
る
た
め
に

は
、
不
当
な
表
示
等
を
法
律
で
規
制
す

る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん

が
、
事
業
者
又
は
事
業
者
団
体
が
自
主

的
に
取
り
組
む
こ
と
が
有
効
で
す
。
し

た
が
っ
て
、
公
正
取
引
委
員
会
と
し
て

は
自
主
基
準
の
設
定
や
表
示
基
準
の
明

確
化
を
働
き
か
け
る
と
と
も
に
、
特
に

必
要
な
表
示
事
項
を
定
め
て
表
示
の
適

正
化
を
図
る
こ
と
が
可
能
な
公
正
競
争

規
約
に
お
い
て
、
電
子
商
取
引
や
環
境

表
示
問
題
で
示
し
た
留
意
す
べ
き
表
示

事
項
を
必
要
表
示
事
項
に
加
え
る
な

ど
、
積
極
的
に
支
援
し
て
い
く
こ
と
に

し
て
い
ま
す
。

そ
の
他
の
対
応

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
取
引
な
ど
新
た
な

取
引
形
態
に
お
け
る
広
告
表
示
の
ほ

か
、
消
費
者
の
安
全
・
健
康
・
本
物
志

向
を
反
映
し
た
商
品
な
ど
に
お
け
る
広

告
表
示
、
苦
情
や
被
害
が
多
く
見
ら
れ

る
よ
う
な
問
題
に
対
し
て
も
、
そ
の
実

態
把
握
や
問
題
点
の
指
摘
、
景
品
表
示

法
上
の
考
え
方
の
明
確
化
な
ど
に
取
り

組
む
こ
と
に
し
て
い
ま
す
。

（
公
正
取
引
委
員
会
）

特集
消費者行政
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公正競争規約の認定手続�

官　　報　　告　　示�

不 服 の 申 立� 認　　　　　定�

審　判　開　始�

規　約　の　認　定�

公　　　　聴　　　　会�

規 約 認 定 の 申 請�

表 示 是 正 の 警 告�
過大な景品付販売に対する是正の警告�

業 界 全 般 の 不 当 表 示�
業界全般の景品付販売の状況�

一般からの情報（申告、苦情）�
公 開 試 買 検 査 会�

表 示 の 実 態 調 査�
消費者の景品に対する意識調査�

表　示　連　絡　会�（関係者の意見聴取）�
景品に関する連絡会�（関係者の意見聴取）�

（1件につき数回開催）�
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